
１１１１　　　　総括総括総括総括

 (1) 人件費 (1) 人件費 (1) 人件費 (1) 人件費のののの状況状況状況状況（（（（普通会計決算普通会計決算普通会計決算普通会計決算））））

 (2) 職員給与費(2) 職員給与費(2) 職員給与費(2) 職員給与費のののの状況状況状況状況（（（（普通会計決算普通会計決算普通会計決算普通会計決算））））

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２５年４月１日現在の人数である。
　　　３　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。
　　　　

 (3) ラスパイレス (3) ラスパイレス (3) ラスパイレス (3) ラスパイレス指数指数指数指数のののの状況状況状況状況

    （注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
　　　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を
　　　　　　100として計算した指数。
    　　　２  平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場
　　　　　　合の値である。

※　平成26年４月１日のラスパイレス指数が100を超えている理由等

101,980,052

（千円）

（参考）
都 道 府 県 平 均
一人当たり給与費

（参考）
一人当たり給与費

人 件 費

２４年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

22.3 23.6

（千円）

区　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

秋田県の給与・定員管理等について

（参考）人 件 費 率

　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円人　

　　　　Ｂ／Ａ　　　

　　　　　％

実 質 収 支

　　　　　　Ｂ

区　分

634,073,559

職員数

住 民 基 本 台 帳 人 口

（２６年１月１日）

784,893 141,241,787

２５年度

給　　　　与　　　　費

　　　　　　Ａ

1,070,226

給　 料

11,112,220

　計　　　Ｂ

２５年度

期末・勤勉手当職員手当

（千円） （千円）

Ｂ／Ａ

24,857,238

（千円） （千円）

6,875

 ラスパイレス指数が１００を超えているのは、平成１８年度から実施した公務員給与の構造改革（給料水準の引
き下げ）に伴い、国では昇給を抑制しながら給料の一部を地域手当に振り替えたが、地域手当の対象者が限られ
る本県ではこうした措置を講じていないこと、給与構造改革において実施した現給保障について、本県では対象
者が一部残っていることなどによるものと考えている。
　なお、現給保障については、現在段階的な減額を実施しているところであり、平成２７年度末で終了する予定
である。
　給料水準については、人事委員会が民間の賃金水準との均衡などを考慮して必要な勧告を行っており、今後と
も勧告を踏まえた適切な措置を講じていく。
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 (4) 給与改定 (4) 給与改定 (4) 給与改定 (4) 給与改定のののの状況状況状況状況
　　　　①①①①月例給月例給月例給月例給

(参考)

Ａ Ｂ
円 円

( ％)
(注)　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。

　　　　②②②②特別給特別給特別給特別給（（（（期末期末期末期末・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当））））
(参考)

Ａ Ｂ

月 月 月 月 月

(注)　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び

　　　勤勉手当の年間支給月数である。

 (5) 給与制度 (5) 給与制度 (5) 給与制度 (5) 給与制度のののの総合的見直総合的見直総合的見直総合的見直しのしのしのしの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて

　　　　①①①①給料表給料表給料表給料表のののの見直見直見直見直しししし
［　　　実施　　　　未実施　　　］

未実施の理由

　　　　②②②②地域手当地域手当地域手当地域手当のののの見直見直見直見直しししし
　 実施内容（国基準における場合の支給割合及び本県の支給割合）

　　　　③その③その③その③その他他他他のののの見直見直見直見直しししし内容内容内容内容

公務員給与 給与改定率 国の改定率

人事委員会の勧告

区　　分 較差

Ａ－Ｂ

勧告
(改定率)

民間給与

公務員の支給月数

円

年間支給月数勧告

280
0.07

(改定月数)

Ａ－Ｂ

人事委員会の勧告

3.80 0.16 0.1526年度

375,888

区　　分 較差

　国は見直しを行っているが、本県は未実施。

　国は上記の給料表及び地域手当の見直しに加え、単身赴任手当等の見直しを行っているが、本県は未実施。

２６年度 375,608

民間の支給割合

改定なし

月3.95

改定なし

4.103.96

　給与制度の改定は人事委員会の勧告等を踏まえた上で行っているが、平成２６年度の勧告では、給与制度の総合的見直しの導入につ
いて、「本県における見直しの必要性を十分検証した上で他の都道府県の動向を注視しながら引き続き検討し、適切な時期に判断する」
こととされており、今後の人事委員会の判断を踏まえて対応していくこととしている。

0.27 ％

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取
り組むとされている。

国の年間支給月数
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）
　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

うち用務員 歳 人 円 円 円 歳 円

うち守衛 歳 人 円 円 円 歳 円

歳 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

うち用務員 円 円

うち守衛 円 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２３年～２５年の３か年平均）

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※ 年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　　③高等（特殊・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）　１　　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      　２　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を

－ －

－

－

－ －

－

54.3 199,300

(国比較ベース)

348,884

367,70741.3

321,974

419,583

－

463,360

平均給料月額

39.3

366,254

　　　合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　 　また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

区分

秋田県

国

都道府県平均

平均年齢
平均給与月額

38.8

321,376

316,666

民間（D)

3,157,000

331,881

平均給与月額

－

364,062

326,611

421,368

平均年齢

－

405,131

民　　間

241,300

408,472

375,393

6,441,329

年収ベース(試算値)の比較

Ｃ／Ｄ

－

－

－

平均給与月額

354,426

355,076

2.54

1.56

1.80

平均給与月額

平均給与月額

（Ａ）

375,131

都道府県平均

－

－

－

自家用乗用自動車運転者

対応する民間

の類似職種

用務員

守衛

3,119

4

5,753,673

6,003,011

2,094,600

2,747,000

区　　分

公務員（C)

うち自動車運転手

50.1

51.2 282 387,064

秋田県

うち自動車運転手

参　　考

国

都道府県平均

区　　分

422,542

428,779

368,928

393,559

平均給与月額平均給料月額平均年齢区分

都道府県平均

秋田県

43.5

48.2

平均年齢区分

44.8

44.6

都道府県平均

秋田県

443,343

436,352

383,450

平均給料月額 平均給与月額

2.09

392,815

1.90

3.08

43.4

43.5

339,975

平均年齢
(国比較ベース)

秋田県 43.2

区　　分 平均給料月額

335,000

373,463

平均給与月額

国

102

117

平均年齢

公　務　員

49.4

48.6

333,13849.8

秋田県

409,536

平均給料月額

参　考

Ａ／Ｂ

－

392,498

357,989

376,193

－

335,401

287,992

324,783

58.0

349,844

50.4

職員数

331,511

(国比較ベース)

161,300

平均給与月額

（Ｂ）

297

48.3

348,425

  3



(2) 職員(2) 職員(2) 職員(2) 職員のののの初任給初任給初任給初任給のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円

円 円

円

円

円

円 円

円 円
 

(3) 職員(3) 職員(3) 職員(3) 職員のののの経験年数別経験年数別経験年数別経験年数別・・・・学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円 円 円

円 円 円 円

－ 円 円 円

－ 円 円 円

円 円 円 円

－ － － －

円 円 円 円

－ － － －

円 円 円 円

円 円 円 円

小 ・ 中学校

警　察　職

290,500

244,000

一般行政職

高　校　卒

大　学　卒

高　校　卒

高 等 学 校

高　校　卒

274,600

172,200

335,300

一般行政職

427,800

417,200

404,100

408,900

390,300

348,300

329,900

435,200

－

－

320,700

389,000

304,800

286,200

250,300

415,500398,100

375,800

396,800

362,200

403,300

283,300

423,900

140,100

306,400

経験年数３０年

－

140,100

158,100

経験年数２０年

370,600

－

－

200,000

－

高　校　卒

－

137,200

192,800

秋　　　　田　　　　県

172,200

192,800

技能労務職

高 等 学 校

高　校　卒

大　学　卒

405,200

教   育   職

大　学　卒

高　校　卒

大　学　卒

197,200

大　学　卒

中　学　卒

大　学　卒

中　学　卒

教   育   職

219,700

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

経験年数１０年

警　察　職

小 ・ 中学校

教   育   職

329,900

161,500

大　学　卒

経験年数２５年区　　　         分

国

教   育   職

区　　　分

大　学　卒

高　校　卒

技能労務職

－

－
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

　(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在）

（注）　１　秋田県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

         ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　　　　３　構成比の合計は、端数処理の関係で合計しても１００％にならないことがある。

(2) 昇給への勤務成績の反映状況

222,900

職員数

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

366,200
円

部長

46

主幹・副主幹

円
537,700

円
422,600

円
456,200

円
413,000

円
388,300

円
400,600

261,900

円

320,600

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

円
478,200

　　　　　　　　人
９　　級

20

973
５　　級

８　　級 次長

標準的な職務内容

円

６　　級

307,800
円

　　　　　　　　人 円
354,700

243,70010.0

　平成１６年度から人事評価制度を導入しており、昇給への反映は、次長級以上については平成１８年度から、課長級以上につ
いては平成１９年度から、人事評価（能力評価）結果に基づき昇給区分を決定した上で、昇給を実施している。
　なお、課長級未満の職員については、所属長からの勤務成績報告に基づき昇給を実施している。

7.1

区　　分

277

円
464,600

26.6

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

円

円

7.6
円

289,200

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％
32.1

円
135,600

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

13.2

185,800

構成比

0.5

1.3

　　　　　　　　％ 円

　　　　　　　　％

56
　　　　　　　　人

７　　級

課長・主幹

課長
1.5

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

261

主事・技師

副主幹・主査
　　　　　　　　％

２　　級

1,175

１　　級 主事・技師

３　　級
483

主査・主任

364

　　　　　　　　人

４　　級

１級  10.0% １級  9.3% 
１級  4.0% 

２級  7.6% ２級  7.3% 
２級  11.3% 

３級  13.2% ３級  15.3% ３級  21.3% 

４級  32.1% ４級  31.0% ４級  23.1% 

５級  26.6% ５級  25.9% 
５級  22.8% 

６級  7.1% ６級  8.3% 
６級  14.7% 

７級  1.5% ７級  1.1% ７級  1.4% 
８級  1.3% ８級  1.2% ８級  1.0% 
９級  0.5% ９級  0.5% ９級  0.4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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４４４４　　　　職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況

 (1) 期末手当(1) 期末手当(1) 期末手当(1) 期末手当・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当

千円　

（２５年度支給割合） （２５年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 　　　　　　　　　　期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算５～２０％、管理職加算１５～２５％ 役職加算５～２０％、管理職加算１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○ 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当(2) 退職手当(2) 退職手当(2) 退職手当（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

平　均　支　給　率 ％ ％

　地域手当補正後ラスパイレス指数

　（ラスパイレス指数） )

（注）　１　　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率

　　　　　である。

　　　　２　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する

　　　　　ため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

15

( 101.6

21.62027.025

36.570

1

自己都合

　平成１６年度から人事評価制度（業績評価・能力評価）を導入しており、本庁課長級以上の職員
については人事評価結果に基づき成績率を決定し、その他の職員については懲戒処分を受けた
者等を下位区分の成績率としている。

勧奨・定年

秋　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　県

21.620

30.820

43.700 52.440

24,955

52.440

2

勧奨・定年

30.820

43.700

52.440

27.025

36.570

52.440

52.440

101.6

宮城県仙台市

12愛知県名古屋市

3宮城県多賀城市

大阪府大阪市

10

15

6

広島県安芸太田町 1

その他（医師）

秋　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　県

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

(1.45)

自己都合

(0.65) 

－

1.35

(1.45)

国

１人当たり平均支給額（２５年度）

東京都特別区

5

支給対象職員数

43,942支給実績（２５年度決算）

18

国の制度（支給率）支給対象地域 支給率

18

2.60

(0.65) 

1.35 2.60

6,627

52.440

27

708,735

福岡県福岡市 10

15

6

　　　定年前早期退職特例措置
　　　２％～２０％加算

－

　　　定年前早期退職特例措置
　　　（割増率２～４５％）

国

1,682

9.369.39

3

2

21

3 0

3

15

12

6



 (4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

千円

 　円

　％

教員特殊業務手当 教育職員

保健所の職員等

漁業取締業務等

千円

（注）　種類毎の支給実績には短時間勤務職員分が含まれていない。

千円

廃鶏処理作業手当

家畜保健衛生手当

講師手当

農用機械機具操作
手当

学校職員手当

県税業務手当

手当の名称

支給実績（２５年度決算）

特殊現場作業手当

病害虫防除手当

社会福祉業務手当

畜産試験場の職員等

学校職員

多学年学級担任手当

保健師等

植物防疫法の業務

研究機関の職員等

ばい煙、汚水の調査等

学校の管理下におい
て行う緊急業務等

393,337

教諭等

千円

千円

542

主な支給対象職員

教育業務連絡指導
手当

災害応急作業等手当

特殊自動車運転手当

警察職員手当

用地交渉等手当

船員等

技術専門校の職業訓練指導員

地域振興局建設部の職員等

精神保健に関する指
導業務等

道路上作業手当

種雄家畜取扱等作業
手当

乗船作業手当

有害薬剤等取扱手当

潜水手当

職業訓練手当

654

１時間400円

除雪作業手当

航空手当

公用自動車整備管理
業務手当

千円

二以上の学年の児童
又は生徒で編成されて
いる学級の担任業務

2,393

258

研究機関等の現業職員 １日280円

用地交渉業務

地域振興局建設部の現業職員

病害虫防除所の職員

家畜保健衛生所の獣医師

2,778

3,675

１日280円

１日290円

精神保健業務手当

防疫等業務手当

１時間1,900円～5,100円

１月5,000円
地域振興局建設部の現業職員
で道路運送車両法に規定する
整備管理者である職員

公害防止業務手当

県立学校の教務主任等

保健所の職員等

福祉事務所の職員等

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

１日280円～320円

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

789,371

左記職員に対する
支給単価

138,778

１日220円～450円

１日290円

感染症の病原体に汚
染されたものの処理作
業等

１日850円～1,000円

１日290円～350円
又は１月12,500円

2,133

37.9

１日650円～1,000円
又は１月11,800円

税務課及び総合県税事務所の
職員

手当の種類（手当数）

支給実績
（２５年度決算）

主な支給対象業務

28

１日280円

給料月額の８％

１月12,500円

１日230円

１時間310円～1,500円

千円

１日650円～1,000円

１日300円

１日560円等

１時間700円等

１日380円～550円千円

１日1,800円～12,800円

１日290円～350円

千円

教育職員以外の職員

地域振興局建設部の職員等
交通が遮断されていな
い道路上で行う道路の
維持修繕作業等

１回280円

１日350円～840円

給料月額の１０％

５０羽以上の鶏のと殺
処分

地域振興局建設部の職員等

警察職員

職業訓練業務

社会福祉に関する指
導監督等

潜水作業等

畜産試験場の現業職員

自然交配、精液採取
作業等

水産振興センターの職員等

100

１日200円

地域振興局建設部の職員等

回転翼航空機の操縦
等

千円地域振興局建設部の現業職員

警察職員等

道路運送車両法施行
規則に規定する整備
管理者業務

大雪警報下での除雪
作業

犯罪捜査等

教育に関する指導助
言等

307

995
有害薬剤の取扱作業
等

高所における作業等

異なる課程の授業等

家畜保健衛生所法の
業務

豪雨時の応急作業等

221

講師業務

千円

千円

千円

千円

千円

4,536

125

県税の賦課、徴収、滞
納処分等

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

480

147

245

40

17,581

356

1,397

6,351

1,117

千円

91,630

千円

千円204,063

特殊自動車の運転

千円

10,231

931

7

農用機械機具の操作

千円
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 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

        短時間勤務職員を含まない。

(6) その(6) その(6) その(6) その他他他他のののの手当手当手当手当（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

2,285,659

236,860

323,610

135,156

312,946

294,508

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２５年度決算）

299,963380,653

139,574

462

604,777

750,775

1,654,309

国の制度
では獣医
師への支
給はない。

70,855

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

異

2,024,151

（注）　　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、実際に時間外手当を支給された職員数であり、

1,054,732

1,866,221

支給実績（２５年度決算）

同

本県の地
理的事情
を考慮して
交通用具
使用者に
係る限度額
が異なる。

同

同

休日勤務手当

特地勤務手当

同

休日に勤務することを
命ぜられ勤務した職員
に支給。（１時間：勤務
１時間当たりの給与額
×135/100）

同

管理又は監督の地位
にある職員に支給。（定
額）

国の制度
との異同

異動等に伴い、住居を
移転し、やむを得ず配
偶者と別居することと
なった職員に支給。（月
額23,000円、交通距離
により加算あり）

異

国の制度と
異なる内容

同

7,657

単身赴任手当

管理職手当

賃貸住宅に居住する職
員に支給。（月額
27,000円以下）

支給実績（２４年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に
支給。（月額：配偶者
13,000円、その他の者
１人当たり6,500円～
11,000円）

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算） 472

通勤手当

通勤のために交通機関
を利用し、又は交通用
具等を使用している職
員に支給。（月額：交通
機関利用者55,000円以
下、交通用具使用者
38,100円以下）

住居手当

手　当　名

2,029,863

生活の著しく不便な地
に所在する公署に勤務
する職員に支給。（月
額：給料及び扶養手当
の月額の合計額×
25/100以下）

初任給調整手当

医師、歯科医師又は獣
医師として採用された
職員に支給。（医師、歯
科医師：月額410,900円
以下、獣医師：月額
30,000円以下）

内容及び支給単価
支給実績

（２５年度決算）
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

388,838

平均支給年額

255,729

346,858

（２５年度決算）

142,349

268,720

187,029

支給職員１人当たり

70,573寒冷地手当

‐ 29,059 269,067

76,550

99,644

71,860

629,473

‐

義務教育諸学校等に
勤務する教育職員に支
給。（月額：8,000円以
内）

45,785

定時制教育及び通信
制教育に従事する教育
職員に支給。（月額：給
料月額×5/100以下）

国に制度
無し

1,036,790

国では由
利本荘市
の一部、男
鹿市及び
にかほ市を
支給地域
から除外し
ているが、
本県では
全県を支
給地域とし
ている。

国の制度
との異同

農業、農村生活、林業
又は水産業に関する技
術及び知識を普及指
導することを職務とする
職員に支給。（月額：給
料月額×8/100）

農林漁業普及指導
手当

同

宿直又は日直勤務を命
ぜられ勤務した職員に
支給。（勤務１回4,200
円～7,200円）

同

１１月から翌年３月まで
の間現に支給地域に
在勤する職員に支給。
（月額：7,360円～
17,800円）

宿日直手当

産業教育手当

定時制通信教育手当

国に制度
無し

‐

高等学校の農業、工業
等産業教育に従事する
教諭及び実習助手に
支給。（月額：給料月額
×5/100以下）

国に制度
無し

‐

義務教育等教員
特別手当

手　当　名 内容及び支給単価

夜間勤務手当

正規の勤務時間とし
て、午後１０時から翌日
の午前５時までの間に
勤務することを命ぜら
れ勤務した職員に支
給。（１時間：勤務１時
間当たりの給与額×
25/100）

同

国に制度
無し

異

6,546
管理職員特別勤務

手当

管理職手当適用職員
等が週休日又は休日
等に勤務した場合に支
給。（勤務１回12,000円
以下）

国の制度と
異なる内容

支給実績
（２５年度決算）
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５５５５　　　　特別職特別職特別職特別職のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 ( 円)

円 ( 円)

円 ( 円)

円 ( 円)

円 ( 円)

　　（２５年度支給割合）

月分

　　（２５年度支給割合）

月分

　　　　　　（算定方式） (１期の手当額） 　 （支給時期）

1,210,000円×在職月数×０．７  40,656,000円 任期毎

　930,000円×在職月数×０．４５  20,088,000円 任期毎

(注) １　給料、報酬及び退職手当の(　)内は、減額措置を行う前の金額である。

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期(４年＝４８月)勤めた場合における

　退職手当の額である。

６６６６　　　　職員数職員数職員数職員数のののの状況状況状況状況

(1) 部門別職員数(1) 部門別職員数(1) 部門別職員数(1) 部門別職員数のののの状況状況状況状況とととと主主主主なななな増減理由増減理由増減理由増減理由 (各年４月１日現在）

児童生徒数減に伴う減少等

欠員の補充

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

給
料

業務増等

（単位：人）

(参考：人口１０万人当たり職員数　323人)

事務の統廃合・縮小等

下水道

小　計

106

期
末
手
当

議 員

102

副 知 事

退
職
手
当

その他

議 長

知 事

1

△ 23

930,000

給　料　月　額　等

主な増減理由

△ 137

［△151]

910,000

2.925

18

1,210,000

区 分

744,000副 知 事

864,500

15

副 議 長
報
酬

99

4

14,865

769,500

2.950

対前年
増減数

△ 120

780,000

810,000

普
通
会
計
部
門

3,359

0

907,500

平成２６年

知 事

平成２５年

知 事

　　　　　　　　　            区　　分
　部　　門

議 長

議 員

職 員 数

741,000

副 議 長

計

合　　計

小　計

教育部門

3,382

一
般
行
政
部
門

3,382

病院

9,292

15,132

129

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

警察部門 2,329

［16,440]

△ 3

△ 23

△ 138

2,334

副 知 事

5

3,359

9,172

県立病院機構への派遣職員の減少

14,995 (参考：人口１０万人当たり職員数　1,441人)

130

15,003 (参考：人口１０万人当たり職員数　1,428人)

［16,289]
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(2) 年齢別職員構成(2) 年齢別職員構成(2) 年齢別職員構成(2) 年齢別職員構成のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

　

20歳

未満

人

98

(3) 職員数(3) 職員数(3) 職員数(3) 職員数のののの推移推移推移推移
（単位：人）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

14,995

2,334

△ 1,129

△ 39

人

2,209

59歳

人

14,995

9,172

134

人

△ 1,090

計

2,329

3,359

～

△ 639

人

２６年

5

55歳

△ 456

総合計

２１年 ２２年

普通会計計

　　　　　　　区　　分

部　　門

一般行政

15,753

消防

2,329 2,313

3,815

1,685

教育

2,309

9,333

公営企業等会計計

52歳

3,638

２４年

9,6519,811

3,474

警察

２５年

60歳

51歳

過去５年間
の増減数（率）

以上

56歳

人

～

3,524

28歳 48歳

15,132

23歳

655

人

～

区　分

27歳

709

31歳

～ ～

32歳 36歳

908

～

2,057

47歳

40歳

2,300

129

15,342

9,509

2,151

3,382

15,236

14,865

130

15,003

16,124

169 151

15,107

129

15,955 15,602

15,483

141

9,292

2,459

２３年

～

44歳

～

人

43歳

人人

24歳20歳

～

372 1,558

人

39歳35歳

人
職員数

（△ 6.8)

(0.2)

（△ 6.5)

～

（△ 7.0)

（△ 23.1)

（△ 12.0)

人
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歳
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歳
～
2
7
歳

2
8
歳
～
3
1
歳

3
2
歳
～
3
5
歳

3
6
歳
～
3
9
歳

4
0
歳
～
4
3
歳

4
4
歳
～
4
7
歳

4
8
歳
～
5
1
歳

5
2
歳
～
5
5
歳

5
6
歳
～
5
9
歳

6
0
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

％
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